
 

公益財団法人岩手育英奨学会業務方法書     

                                           

 

第 １ 章  総   則  

（ 目  的 ）  

第 １ 条  こ の 業 務 方 法 書 は 、 本 会 の 業 務 の 方 法 に つ い て 基 本 的 な 事 項 を

定 め 、 も っ て そ の 業 務 の 適 正 か つ 確 実 な 運 営 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定  義 ）  

第 １ 条 の ２  こ の 業 務 方 法 書 に お い て 「 奨 学 金 」 と は 本 会 が 貸 与 す る 学

資をいい 、「奨 学 生」とは 奨学金 を 受ける者 をいう 。  

（奨学金 の貸与 を 受ける者 の資格 ）  

第 ２ 条  本 会 が 奨 学 金 を 貸 与 す る こ と が で き る 者 は 、 岩 手 県 に 住 所 を 有

す る 者 の 子 女 で 、 有 能 な 素 質 を 有 し な が ら 経 済 的 理 由 に よ り 高 等 学 校

（ 中 等 教 育 学 校 の 後 期 課 程 及 び 特 別 支 援 学 校 の 高 等 部 を 含 む 。 次 条 第

１ 項 第 ２ 号 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ） 及 び 会 長 が 別 に 定 め る 専 修 学 校 の 高

等 課 程 （ 以 下 「 高 等 学 校 等 」 と い う 。 ） の 修 学 が 困 難 で あ る と 認 め ら

れ る 者 で なけれ ば ならない 。  

（奨学金 の種類 ）  

第 ３ 条  奨学金 は 、次に掲 げる ４ 種 類 とする 。  

(1) タイプ Ａ   高等学 校等に 在 学する奨 学生を 対 象とする 。  

(2)  タ イ プ Ｂ   県 内 の 高 等 学 校 （ 全 日 制 に 限 る 。 ） に 在 学 す る 奨 学

生を対象 とする 。  

(3)  タ イ プ Ｃ   貸 与 規 程 第 ３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 東 日 本 大 震 災 津 波

又 は 大 規 模 災 害 に よ る 被 害 を 受 け 、 経 済 的 な 理 由 に よ り 修 学 が 困 難

である高 等学校 等 に在学す る 奨学 生 を対象と する。  

(4)  タ イ プ Ｄ   次 の い ず れ か に 進 学 す る 意 欲 が あ る も の の 経 済 的 な

理 由 に よ り 進 学 に 必 要 な 学 資 の 支 弁 が 困 難 で あ る 高 等 学 校 等 の 第 ２

学年に在 学する 奨 学生又は 準ずる 奨 学生を対 象とす る 。  

 ア  学 校教育 法 （昭和 22 年法律 第 26 号（以下 「 法」とい う。）第

83 条に規定 する 大学  

 イ  法 第 108 条 に規定す る短期 大 学  

 ウ  法 第 117 条に規定 する高 等 専門学校 （ただ し 、進学に あたり試

験等を要 する場 合 に限る。 ）  



 エ  法 第 125 条 に規定す る専修 学 校（ただ し、高 等 課程を除 く。）  

 オ  法 第 134 条 に規定す る各種 学 校  

２  会 長 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 理 事 会 の 承 認 を 経 て 前 項

に規定す る種類 以 外に奨学 金の種 類 を定める ことが で きる。  

第 ２ 章  奨 学 生 の 採用及び 奨学金 の 貸与  

（ 募 集 ）  

第 ４ 条  会 長 は 、 奨 学 生 を 採 用 す る た め 、 採 用 基 準 ・ 推 薦 要 項 等 を 掲 載

した募集 要項を 毎 年度定め 、奨学 生 採用候補 者を募 集 する。  

（奨学生 の選考 及 び採用）  

第 ５ 条  奨学生 の 採用 を審 議する た め奨学生 選考委 員 会を置く 。  

２  奨学 生選考 委 員会の委 員は 、 会 長が委嘱 する。  

３  奨学 生の採 用 は、奨学 生 選考 委 員会の議 を経て 、 会長が決 定する 。  

４  タ イ プ Ａ の 緊 急 採 用 及 び タ イ プ Ｃ の 震 災 特 例 事 業 採 用 又 は 大 規 模 災

害 事 業 採 用 に つ い て 、 会 長 が 選 考 す る 方 法 に よ り 決 定 し た 場 合 は 、 選

考後に開 催され る 奨 学 生 選 考委員 会 に報告し なけれ ば ならない 。  

５  選考 委員会 に 関し必要 な事項 は 、会長が 定める 。  

（奨学金 の額及 び 貸与）  

第 ６ 条  奨学金 の 額 及び貸 与につ い ては 、 会 長が別 に 定める。  

第 ３ 章  奨学金 の 返還  

（ 奨学金 の返還 ）  

第 ７ 条  奨学金 の 返還につ いては 、 会長が別 に定め る 。  

（督促等 ）  

第 ８ 条  奨 学 生 で あ っ た 者 で 割 賦 金 の 返 還 を ６ 月 以 上 延 滞 し て い る も の

に 対 し て は 、 少 な く と も ６ 月 ご と に そ の 者 が 延 滞 し て い る 割 賦 金 の 額 、

納付期日 、払込 方 法等を示 して返 還 を督促す るもの と する。  

2  前 項 の 規 定 に よ る 督 促 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、

その者の 連帯保 証 人に対し て行う も のとする 。  

(1)  奨 学 生 で あ っ た 者 の 住 所 の 変 更 の 届 出 が な い 等 の 理 由 に よ り そ の

所在を知 ること が できない とき。  

(2)  前 項 の 規 定 に よ り 督 促 を 重 ね て も 奨 学 生 で あ っ た 者 が 割 賦 金 を 返

還しない とき。  

(3) その他 特別 の事情が あると き 。  

３  奨学 金の督 促 等につい ては、 会 長が別に 定める 。  

（割賦金 の返還 の 確保）  



第 ９ 条  割 賦 金 の 返 還 を 延 滞 し て い る 奨 学 生 で あ っ た 者 又 は そ の 連 帯 保

証 人 が 督 促 し て も そ の 延 滞 し て い る 割 賦 金 を 返 還 し な い と き そ の 他 特

別 の 事 情 が あ る と き は 、 民 事 訴 訟 法 （ 平 成 ８ 年 法 律 第 １ ０ ９ 号 ） に 定

める手続 により 割 賦金の返 還を確 保 するもの とする 。  

第 ４ 章  奨学金 の 返還免除  

（返還免 除）  

第 10 条  奨 学金 の返還免 除につ い ては、会 長が別 に 定める。  

第 ５ 章  奨学生 の 指 導 その 他  

（奨学生 の 指 導 ）  

第 11 条  本会 は 、奨学生 の資質 の 向上を図 り、奨 学 生として の責務 を 尽

く し 、 本 会 の 業 務 の 円 滑 な 運 営 に 協 力 さ せ る た め 奨 学 生 の 指 導 を 行 う 。  

２  本会 は、 指 導 の方法と して次 の ことを行 う。  

(1)  奨 学 生 の 学 業 成 績 、 健 康 状 態 、 生 活 状 況 等 を 調 査 し 、 そ の 結 果

に 基 づ い て 奨 学 生 を 表 彰 し 、 若 し く は 激 励 し 、 又 は 警 告 を す る こ と 。  

(2) そ の 他 指 導 上必要と 認める こ と。  

３  奨 学 生 が 休 学 し た と き そ の 他 指 導 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ た と き は 、

奨学金の 交付を 一 時休止し 、又は 貸 与期間を 短縮す る ことがで きる。  

（ 調  査 ）  

第 12 条  本 会は 、その業 務に関 し て必要な 諸調査 を 行う。  

（実施の 細目）  

第 13 条  こ の業 務方法の 実施に 関 して必要 な事項 は 、会長が 定める 。  

附  則  

（施行期 日）  

１  この 業務方 法 書は、昭 和４７ 年 ４月１日 から施 行 する。  

（経過措 置）  

２  こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 際 、 現 に 奨 学 貸 与 金 の 交 付 を 受 け て い る 者 に

係 る 奨 学 貸 与 金 の 額 は 、 こ の 業 務 方 法 書 第 ６ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

なお従前 の例に よ る。  

附  則  

（施行期 日）  

 この業 務方法 書 は、昭和 ５１年 ４ 月１日か ら施行 す る。  

   附  則  

（施行期 日）  

 この業 務方法 書 は、昭和 ５５年 ４ 月１日か ら施行 す る。  



   附  則  

（施行期 日）  

１  この 業務方 法 書は、昭 和５８ 年 ４月１日 から施 行 する。  

（経過措 置）  

２  こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 際 、 現 に 奨 学 貸 与 金 の 交 付 を 受 け て い る 者 に

係 る 奨 学 貸 与 金 の 額 は 、 こ の 業 務 方 法 書 第 ６ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

なお従前 の例に よ る。  

   附  則  

（施行期 日）  

１  この 業務方 法 書は、昭 和５９ 年 ４月１日 から施 行 する。  

（経過措 置）  

２  こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 際 、 現 に 奨 学 貸 与 金 の 交 付 を 受 け て い る 者 に

係 る 奨 学 貸 与 金 の 額 は 、 こ の 業 務 方 法 書 第 ６ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

なお従前 の例に よ る。  

   附  則  

（施行期 日）  

１  この 業務方 法 書は、昭 和６３ 年 ４月１日 から施 行 する。  

（経過措 置）  

２  こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 際 、 現 に 奨 学 貸 与 金 の 交 付 を 受 け て い る 者 に

係 る 奨 学 貸 与 金 の 額 は 、 こ の 業 務 方 法 書 第 ６ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

な お従前 の例に よ る。  

   附  則  

（施行期 日）  

１  この 業務方 法 書は、平 成４年 ４ 月１日か ら施行 す る。  

（経過措 置）  

２  こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 際 、 現 に 奨 学 貸 与 金 の 交 付 を 受 け て い る 者 に

係 る 奨 学 貸 与 金 の 額 は 、 こ の 業 務 方 法 書 第 ６ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

なお従前 の例に よ る。  

   附  則  

（施行期 日）  

１  この 業務方 法 書は、平 成６年 ４ 月１日か ら施行 す る。  

（経過措 置）  

２  こ の 業 務 方 法 書 に よ る 改 正 後 の 財 団 法 人 岩 手 育 英 奨 学 会 業 務 方 法 書



第 ６ 条 及 び 第 １ ６ 条 の 規 定 は 、 こ の 業 務 方 法 書 の 施 行 の 日 以 後 に 奨 学

貸 与 金 の 貸 与 を 受 け る こ と と な る 者 に 係 る 奨 学 貸 与 金 か ら 適 用 し 、 同

日 前 に 奨 学 貸 与 金 の 貸 与 を 受 け て い た 者 に 係 る 奨 学 貸 与 金 に つ い て は 、

なお従前 の例に よ る。  

   附  則  

（施行期 日）  

 この業 務方法 書 は、平成 １６年 ４ 月１日か ら施行 す る。  

附  則  

（施行期 日）  

 この業 務方法 書 は、平成 １７年 ４ 月１日か ら施行 す る。  

   附  則  

（施行期 日）  

 この業 務方法 書 は、平成 １８年 ４ 月１日か ら施行 す る。  

   附  則  

（施行期 日）  

 この業 務方法 書 は、平成 １９年 ４ 月１日か ら施行 す る。  

附  則  

（施行期 日）  

１  この 業務方 法 書は、平 成２２ 年 ９月２２ 日から 施 行する。  

（経過措 置）  

２  こ の 業 務 方 法 書 に よ る 改 正 後 の 財 団 法 人 岩 手 育 英 奨 学 会 業 務 方 法 書

第 10 条第２号 の 規定は、 この業 務 方法書の 施行の 日 以後に奨 学貸与金

の貸与を 受ける こ ととなる 者に係 る 奨学金の 返還か ら 適用する 。  

３  こ の 業 務 方 法 書 の 施 行 の 日 の 前 日 に お い て 、 現 に 奨 学 貸 与 金 の 貸 与

を 受 け て い た 者 に 係 る 奨 学 金 に つ い て は 、 当 該 者 の 申 出 に よ り 、 こ の

業務方法 書によ る 改正後の 財団法 人 岩手育英 奨学会 業 務方法書第 10 条

第２号の 規程に よ ることが できる 。  

附  則  

（施行期 日）  

 この業 務方法 書 は、平成 23 年 11 月 18 日から 施行 する。  

附  則  

（施行期 日）  

 この業 務方法 書 は、平成 23 年 12 月 15 日から 施行 する。  

附  則  



（施行期 日）  

１  この 業務方 法 書は、平成 24 年 ４月１日 から施 行 する。  

２  こ の 業 務 方 法 書 に よ る 改 正 後 の 財 団 法 人 岩 手 育 英 奨 学 会 業 務 方 法 書

第 11 条第１項 第 ４号の規 定の適 用 について は、平 成 24 年度から 平 成

26 年度まで の間 において 奨学生 証 の交付を 受けた 者 に限る。  

附  則  

（施行期 日）  

この業務 方法書 は 、平成 25 年 4 月 1 日から施行す る 。  

附  則  

（施行期 日）  

この業務 方法書 は 、平成 26 年 4 月 1 日から施行す る 。  

  附  則  

（施行期 日）  

この業務 方法書 は 、平成 26 年 6 月 20 日から施 行す る。  

附  則  

（施行期 日）  

この業務 方法書 は 、平成 26 年 8 月 1 日から施行す る 。  

附  則  

（施行期 日）  

１  この 業務方 法 書は、平成 27 年 4 月 1 日から施 行 する。  

２  施 行 の 日 前 に 奨 学 金 の 貸 与 を 決 定 し て い る 者 の 奨 学 金 返 還 誓 約 書 の

提出につ いては 、 な お 従前 の例に よ る。  

附  則  

（施行期 日）  

１  この 業務方 法 書は、平 成 28年３ 月 30日から施行 す る。  

２  改 正 後 の 第 14条 の 規 定 は 、 平 成 28年 ３ 月 30日 以 後 の 期 間 に 対 応 す る

延 滞 金 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 期 間 に 対 応 す る 延 滞 金 に つ い て は 、

なお従前 の例に よ る。  

附  則  

（施行期 日）  

この業務 方法書 は 、平成 30年４月 １ 日から施 行する 。  

  附  則  

（施行期 日）  

この業務 方法書 は 、令和２ 年 ３ 月 ４ 日から施 行する 。  



  附  則  

（施行期 日）  

この業務 方法書 は 、令和５ 年４月 １ 日から施 行する 。  

                                                   


